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午前１０時３４分開会 

○分科会長（田中藤一郎） それでは、文教民生分科

会を開きたいと思います。 

 手短に、時間も限られた時間でありますので、ど

うぞよろしくお願いします。 

 これより、３の協議事項（１）ア、分担案件の審

査に入ります。 

 審査日程ですが、予算決算委員会付託議案に係る

当分科会に分担された議案の説明、質疑、討論、表

決を行い、その後、委員のみで分科会意見、要望等

の取りまとめを行います。委員の皆さん、当局の皆

さん、説明、質疑、答弁に当たりましては、くれぐ

れも要点を押さえて簡潔明瞭に行うなど、スムーズ

な議事運営を格別のご協力をお願いします。 

 また、発言の最初には、必ず課名と名字をお願い

いたします。 

 それでは、第９５号議案、令和４年度豊岡市一般

会計補正予算（第７号）を議題といたします。 

 当局の説明は組織順の課単位で歳出、歳入等の順

に一気に説明を願います。 

 説明に当たっては、資料のページ番号をお知らせ

ください。 

 なお、質疑は、説明が終わった後一括して行いま

す。 

 それでは、市民生活部市民課から説明をお願いし

ます。 

 恵後原課長。 

○市民課長（恵後原孝一） それでは、市民課の関係

分につきましてご説明をいたします。 

 当課からはマイナンバーカードの交付事務に係

る補正予算を計上しております。この件につきまし

ては、現在実施中のマイナポイント事業第二弾の対

象となるマイナンバーカード交付申請期限のほう

が９月末日から本年１２月末日に延長されたこと

に伴いまして、申請受付及び交付体制を強化するた

め補正をいただくものです。 

 主な内容につきましては、事項別明細書でご説明

いたします。１９ページをお願いいたします。 

 まず、歳出のほうです。上の枠、戸籍住民基本台帳

費で説明欄１行目の人件費につきましては、マイナ

ンバーカードの出張申請臨時申請窓口の開設によ

る申請の増加及びこれに伴い増加していますマイ

ナンバー交付とマイナポイント申請の事務量に対

応するため、各振興局に会計年度任用職員１名の配

置と時間外交付に係る経費を増額するものです。 

 ９行目の戸籍住民基本台帳事務費につきまして

は、城崎振興局の会計年度任用職員が配置できるま

での間のマイナポイント手続支援に係る業務委託

料でございます。 

 当該経費に係る財源につきましては、戻っていた

だきまして１７ページ、説明欄の１行目です。マイ

ナンバーカード交付事務費補助金と、その下のマイ

ナポイント事業費補助金により、全額補助されるも

のでございます。 

 説明は以上です。 

○分科会長（田中藤一郎） 大谷課長。 

○社会福祉課長（大谷 賢司） それでは、社会福祉

課のほうから説明させていただきます。 

 歳出から説明させていただきます。１９ページの

枠、民生費、社会福祉費、社会福祉総務費の人件費

及び住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給事業

の説明欄をご覧ください。電力・ガス・食料品等の

価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響

が大きい住民税非課税世帯等に対し、令和４年９月

３０日を基準日として、価格高騰緊急支援給付金１

世帯５万円を支給し、生活、暮らしを支援するもの

でございます。 

 人件費の欄でございますが、人件費３９８万円に

つきましては、この事業を行うため会計年度任用職

員３名を雇用し、事務に従事していただくための所

要額を計上しております。 

 中ほどの住民税非課税世帯等臨時特別給付金支

給事業費４億５，１１４万円の増ですが、消耗品費

１６万５，０００円から用品借上料１１万円までに

つきましては、この給付金事務を行うための必要な

経費を計上しております。 

 最後の行、交付金としまして、非課税世帯８，６

００世帯と家計急変世帯２００世帯の合計８，８０
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０世帯を想定し、４億４，０００万円を計上してお

ります。 

 今後の流れといたしましては、１１月下旬に対象

世帯に案内チラシと確認書を送付し、１２月中旬に

は金融機関への振込を行う予定としております。 

 続いて、歳入でございます。１７ページをご覧く

ださい。１つ目の枠の真ん中の欄ですけれども、価

格高騰緊急支援給付金給付事業費補助金として４

億５，５１２万円を計上しております。１０分の１

０の全額国庫補助金ということでございます。 

 社会福祉課の説明は以上でございます。 

○分科会長（田中藤一郎） 大谷参事。 

○教育総務課参事（大谷 康弘） 教育委員会、教育

総務課分について説明させていただきます。 

 ２１ページをご覧ください。 

○分科会長（田中藤一郎） はい、どうぞ。 

○教育総務課参事（大谷 康弘） 最下段、賄い材料

費として２２２万９，０００円の補正をお願いする

ものです。これは１０月以降の食材費の高騰に備え

て賄い材料費、給食の材料費について補正要求を行

うものです。 

 次に、歳入ですが、１７ページをご覧ください。

財源としましては、地方創生臨時交付金のうちから

１９３万５，０００円、最下段の雑入の中の学校給

食徴収金で交付金の対象外であります教職員等２

９万４，０００円の歳入を上げております。 

 教育総務課は以上です。 

○分科会長（田中藤一郎） 吉本課長。 

○こども育成課長（吉本  努） ２１ページをご覧

ください。２１ページの一番上の１行目になります。

私立保育園等振興事業費１０１万円。続きまして、

児童保育運営事業費の３０万１，０００円になりま

す。先ほど給食の中で説明ありましたように、物価

高騰によります食材料費の上昇分につきまして、補

正の第４号で４．１％分、補正ということでつけて

いただいております。今回、最終的に６％という想

定をいたしまして、その差額の分、１．９％分を今

回補正という形で上げさせていただきたいと思っ

てます。先ほど述べました私立保育園の部分に関し

ては補助金という形で１．９％分を補助します。２

段目の分は児童保育運営事業費については賄い材

料費、これは公立園の賄い材料費という形になりま

すので、そちらの分を措置をさせていただきたいと

いうことで上げさせていただいておるものになり

ます。 

 続いて、歳入です。１７ページをご覧ください。

１７ページの最下段、保育所給食費負担金になりま

す。こちら公立園の職員の負担金と、食糧費の負担

金ということで、８０円の１２９人分の６か月とい

うことで６万２，０００円計上させていただいてお

ります。 

 説明は以上です。 

○分科会長（田中藤一郎） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

 義本委員。 

○委員（義本みどり） すみません、５万円の給付金

ですね、また非課税世帯への、またはご担当いただ

くのは同じところで何回目になりましたでしょう

か、ちょっとご負担もかなり大きくなってるんじゃ

ないかと思うんですけど。 

○分科会長（田中藤一郎） 大谷課長。 

○社会福祉課長（大谷 賢司） ３回目になるかと思

います。 

○委員（義本みどり） そうですね。 

○分科会長（田中藤一郎） 義本委員。 

○委員（義本みどり） 職員の方の負担が増えるとい

うことは、その向こうにおられる生活保護の方とか

生活困窮されてる方とかほかの事業への負担への

なかなか、支援のほうもなかなか差し支えが出てき

たりとかするということも心配ですし、職員さん、

遅くまで残って仕事をされてるというようなこと

は事業への、もともとの事業への支障と、それから

職員さんの負担、時間外労働がちょっと増えてると

か、そういったことはなかったでしょうか。 

○分科会長（田中藤一郎） 大谷課長。 

○社会福祉課長（大谷 賢司） 基本的には企画立案

っていうんですか、こういった要綱だとかそういっ

たものにつきましては、生活援護係のほうが担当し
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まして、あと給付事務に関しましては会計年度任用

職員がこれまでどおり、今回は３名で行うんですけ

れども、分散させて行うようにはしております。 

 ご心配いただいてる生活困窮だとか、それから生

活保護世帯につきましては、ケースワーカーは手が

すくっていうんですか、余裕があるときには手伝っ

てもいいような感じですので、この間も兵庫県のほ

う監査がございましたけれども、そのような指導も

受けておりますので、本業のほうを優先するように

というようなことで、できるだけ会計年度任用職員

さん、優秀な方に来ていただいておりました。これ

から今回３名も今募集もかけておりますけども、そ

のようにしていきたいと思っております。 

○分科会長（田中藤一郎） 義本委員。 

○委員（義本みどり） できるだけご無理がないよう

にといっても難しいんですけれども、ご無理がない

ようにと願っております。 

○分科会長（田中藤一郎） ほかによろしいですか。 

 上田委員。 

○委員（上田 伴子） 保育園とかの給食費のことに

ついてお聞きしたいんですけれども、ちょっと分か

らない部分がありまして、例えば私立の保育園と公

立の保育園と賄い給食費については差があるのか

ないのか、それからまた１食につき何円というよう

な計算もされておるのか、それからまた今度１０月

から多くの食料品が値上げをするということでこ

ういう国を挙げてのそういうことになったと思う

んですけれども、物価高騰を抑えるというか、補助

をするという基点ですけれども、私立の分と公立の

分とではほぼほぼ同じような補助率というか補助

額になっているのか。もう一つよく分からない、調

べたらいいんですけども、１人当たりの給食費は今

幾らで大体そこに対して月額でいえばどれぐらい

の補助になるんでしょうか。 

○分科会長（田中藤一郎） 吉本課長。 

○こども育成課長（吉本  努） まず、ご質問いた

だいた部分の公立と私立の分で差があるのかとい

う部分ですが、私立の中でも給食費の賄い材料費は

その園によってばらばらです。一応基準額的なもの

は大体４，５００円を基準っていうふうな、基準は

あるんですけども、多くの人数がいる園とやっぱり

小さい園とは違いますし、食材料にこだわってると

ころと特にこだわってる部分もあったりというふ

うなことで、各園によってばらばらですので、です

ので何円に対して基準額に対して何ぼということ

ではなくって、毎月何円ということで、最終的に報

告を各園からいただくような形になっています。ど

れぐらい賄い材料費でかかったかということを基

準にして、それが昨年というか、基準の月に比べて

何％上がったかということで最終的には補助の部

分を確定をさせたいというふうなこと思ってます。

ですので、やっぱり実際はその分は上がってるとい

うことと、実際上がりましたということをちゃんと

照らし合わせて補助という形で私立園のほうには

出したいと思ってます。公立の部分は賄い材料費と

いう形の科目になりますので、基本的に最初に説明

した当初は４．１％分を上昇率ということで見込ん

で補正予算をつけていただいてます。今回はそのプ

ラスアルファの１．９％分を大まかな材料費という

ことでプラスの部分で今回補正を上げさせていた

だいてるという形になりますので、上昇率の部分で

は公立と私立とは同じ形の率で一応計算をさせて

いただくということになります。 

 先ほど言った給食費の分は１食当たり何ぼとい

うのは園によってばらばらですので、ちょっと一概

に幾らっていうのは言えないという形になります。

一応報告で受けて、何円ぐらいというのは分かって

はいますけども、全て金額違うという形になります

ので、ご了承いただければなというふうに思います。 

 なので、補助額の部分に関しては実績に応じてと

いう形になりますので、先ほど言ったベースの基準

の月からどれぐらい上がったのかということを基

準にして、そこから実際上がったものを補助として

最終的には執行させていただきたいというふうに

思ってます。以上です。 

○分科会長（田中藤一郎） 上田委員。 

○委員（上田 伴子） 私が勤務してたときは、賄い

材料費が保育所が今こども園もですけれども、給食
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を提供しているところでは賄い材料費というのは

大きなウエートを占めますし、食材について価格を

懸案して何かね、品質を下げたりとかそういうこと

がないようにね、やっぱりしっかりと子供たちにそ

ういう今まで地産地消でやってたところもあると

思うので、頑張って。なので、そこら辺が今までど

おりにいけるように、学校のほうの給食センターに

ついても同じだと思いますけれども、そこら辺は留

意しながら頑張って補助のほうしていただきたい

と思います。 

 それと、それからどこだったかな、無認可の保育

園も３か所っていうところがあったと思うんです

が、無認可っていうのが前も聞いたか分からへんだ

けど、３園についてどこどこだったでしょうか、も

う一度お願いします。 

○分科会長（田中藤一郎） 吉本課長。 

○こども育成課長（吉本  努） 無認可園も補助対

象としておりまして、給食を提供しておりますのが

豊岡病院とプペルさんの２つの施設になります。合

計３つが今回、認可外の施設としては補助対象には

しております。以上です。 

○分科会長（田中藤一郎） 上田委員。 

○委員（上田 伴子） ごめんなさい、病院とプペル

と。 

○分科会長（田中藤一郎） 吉本課長。 

○こども育成課長（吉本  努） プペルさん２つ施

設ありますので、プペルさんの泉町のほうと日撫の

ほうにあります。２つ合計してそれで３つという形

になります。以上です。 

○委員（上田 伴子） はい、了解です。 

○分科会長（田中藤一郎） よろしいですか。 

○委員（上田 伴子） はい、いいです。 

○分科会長（田中藤一郎） そのほかございますでし

ょうか。 

 芦田委員。 

○委員（芦田 竹彦） マイナンバーカードの申請延

長について、各振興局で１名配置ということになる。

これは１２月までそういう体制が取られるという

ことなのでしょうか。 

 それと、それからパーセント、今最新の状況は分

からへんだろうけども、今後の出口というか、出張

申請をまたされるかどうか、ちょっとその辺だけお

聞かせください。 

○分科会長（田中藤一郎） 恵後原課長。 

○市民課長（恵後原孝一） 雇用のほうなんですけれ

ども、会計年度任用さんにつきましては年度末まで

を予定しております。 

○委員（芦田 竹彦） あっ、年度末まで。 

○市民課長（恵後原孝一） はい、１２月ではなく…

…。 

○委員（芦田 竹彦） ３末まで。 

○市民課長（恵後原孝一） ３末まで、はい、予定し

ております。 

 それから交付状況ですけれども、８月末現在で交

付のほう４５．１４％というふうになっております。

以上です。 

○分科会長（田中藤一郎） 芦田委員、よろしいです

か。 

 どうぞ。 

○委員（芦田 竹彦） マイナンバーカードについて

は本当に国もやってるということもあって、豊岡市

も力を入れてもらったんやけど、パーセントが意外

に伸びてないなという感想をちょっと持ってるん

です。ので、まだまだＰＲが不足、防災無線でも市

長のほうからも発信をしてるんだけども、やっぱり

何でかなというね、申請、特に高齢者、若い人はス

マホでも今できるからあれなんやけど、高齢者の方

ってスマホを持ってなくてガラケーの方もおられ

ると思うんでね。でも、高齢者の方に何か特化して

何かそういう施策が要るんかなと思うんだけども、

その辺の考えはお持ちじゃないですかね。 

○分科会長（田中藤一郎） 恵後原課長。 

○市民課長（恵後原孝一） 交付率でいいますと今８

月末では４５．１４％とお答えさせていただいたん

ですが、同じく８月末での申請件数、申請件数とい

いますか、申請率でいいましたら臨時窓口だとかの

開設によりましてすごく伸びておりまして、５４．

８１％ですので、今後も交付がそれに追いついてく
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るというふうな感じでおります。 

 ご高齢の方であるとかにつきましては、マイナポ

イントの申請のほうの手続がなかなかしにくいと

いうことがあって、今現在も本庁のほうでは委託業

者に入っていただいて手続、ひもづけのほうの手伝

いをしていただいてるところです。これにつきまし

ても２月末までの期間中は開設するというふうに

しております。以上です。 

○分科会長（田中藤一郎） 芦田委員。 

○委員（芦田 竹彦） ちょっと前回の一般質問でも

言ったと思うんだけど、高齢者の方がね、これパー

セントまだ低い状況にあるとしたら、ワクチン、今

度はオミクロン対応でワクチンされますよね、６５

歳以上だったかな。そのときに高齢者の方にもでき

るような何かそういった体制が取れないかなとい

う感じが持っております。これ要望と意見ですので、

その辺もぜひちょっと考慮いただきたいなと思い

ます。これは意見としてちょっと言うときます。 

○分科会長（田中藤一郎） そのほか。 

 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） 先ほどの給食費の関係で６％

アップを見込むんですけど、補正の４号っておっし

ゃったかな、それで４．１で６．０から引いてそん

なもんで済んでるんかなという気が聞いててする

んですけれども、この６％物価高騰の根拠っちゅう

のはどこで取られるんでしょうか。 

○分科会長（田中藤一郎） 吉本課長。 

○こども育成課長（吉本  努） まず２つの観点で

見ています。１つが２０１９年の９月から１２月の

平均が９９．５という形になっておりまして、これ

はコロナの影響がない一応基準という形で２０１

９年を使わせてもらってるんですけども、それに対

して２０２２年の９月から１２月、予測の部分が平

均を出しますと１０５．４ぐらいということで、実

際５．９という差になるんですけど、それを加味し

て６％という形で計算をしてみました。もう一つが

今の実績の部分で、例えば消費者物価指数の、例え

ば、５月が１０３．４、６月が１０３．６、続いて

７月が１０４．０、８月が１０４．４ということで、

大体０．４ポイントずつぐらい上がっています。こ

れをずっと１２月まで計算すると大体１０６％ぐ

らいになるというこの２つの根拠を基に一応想定

としては６ポイント上昇するということで仮定を

させていただきました。以上です。 

○委員（福田 嗣久） 大体合うとった、いやいや、

説明で、はいはい。それともう一つだけ。 

○分科会長（田中藤一郎） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） 社会福祉のほうのあの例の非

課税世帯の５万円ですけれども、いつも気にしてる

んですけれども、８，６００世帯、急変した２００

世帯の８，６００でも８，８００でもいいんですけ

れども、世帯の年齢構成がどんな感じですか、分か

りますか。 

○分科会長（田中藤一郎） 大谷課長。 

○社会福祉課長（大谷 賢司） 年齢構成ですか。 

○委員（福田 嗣久） 年齢構成、例えば８０、７５

の夫婦とかそういうこと。 

○社会福祉課長（大谷 賢司） ちょっとそれは承知

しておりません。 

○委員（福田 嗣久） それは分からへん、社会福祉

の。（「世帯構成は分からん」と呼ぶ者あり） 

○社会福祉課長（大谷 賢司） データとしてちょっ

と今持っておりませんので。 

○委員（福田 嗣久） 分かるのは分かる。 

○社会福祉課長（大谷 賢司） 世帯ですので。 

○委員（福田 嗣久） 世帯の誰もが住民税が非課税

ちゅうのをね。 

○社会福祉課長（大谷 賢司） 住民税非課税は世帯

が全部非課税でないと。 

○委員（福田 嗣久） そうやな。 

○社会福祉課長（大谷 賢司） はい、それから非課

税世帯の方でも非課税世帯でない方に扶養されて

る方は対象になりませんので、そこはひもづけして

見ています。 

○分科会長（田中藤一郎） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） どうなんだろうなという一つ

のことは、要するにこういった形で補填をしてあげ

るというのは当然だというふうには認識してるん
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だけれども、そのほかの政策で結局一番大きな問題

は年齢構成がどうですかということ聞いたのは、最

低賃金法がここ３年、４年でもう十何％上がってる

状況もあるんだけれども、どういう世帯の中でこの

非課税の８，８００が出てくるんかなちゅうのは、

ここだけの話じゃなくてね、ちょっと気になるとこ

で聞いてみたんですけども、結局基準から以下の人

で補填をしてあげるっていうの、その問題をしてる

んじゃなくて、市全体、国を挙げて所得を上げよう

としてるんだけれども、なかなかこれは反映されな

いわな。だから年齢構成の中でこの年金、国民年金

の人はもう仕方がないよねというのは分かるんだ

けれども、例えばもっと年代が下がってきて、どこ

にこの問題があるのかなということを、ここでは解

決つかんと思うけどね、社会福祉課では、思って聞

いてみたんだけど、何か参考になるようなのないの。 

○分科会長（田中藤一郎） 大谷課長。 

○社会福祉課長（大谷 賢司） データを見るとやは

り高齢者世帯っていうのが多いかとは思いますが、

これは全部私がデータを見たわけではないんです

けども、高齢者世帯が多かったとは思いますので、

その辺はちょっと今後の研究ということで分析し

たいとは思っております。 

○分科会長（田中藤一郎） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） 当然、国民年金の世帯であっ

たらそうなってしまうという気がするんだけど、私

がどうなのかなと思うのは、その下の年代でね、結

局、給与所得がある人で、そういうことがちょっと

心配するんだけどね。それは分かりにくいわな。 

○分科会長（田中藤一郎） 基本的にちょっと。 

○委員（福田 嗣久） 関係ないけどな。 

○分科会長（田中藤一郎） ちょっとまたそれは別で

していただけますか。 

 岡本委員。 

○委員（岡本 昭治） ちょっと確定情報じゃないこ

となんですけど、マイナンバーカードですね、国が

マイナンバーカードの取得率を何％以上上げない

と今後の事業費についてのどうのこうのっていう

話が来てるんですか。正式なのか非公式なのか分か

らんですけど。それはないですか。担当ではないで

すか。 

○分科会長（田中藤一郎） 総務ちゃう。 

○委員（岡本 昭治） ああ、そうか。マイナンバー

カード出たんで。 

○分科会長（田中藤一郎） 瀧下部長。 

○市民生活部長（瀧下 貴也） 今年の５月に市長が

上京されて、財務省等々、挨拶回りの中で、特に兵

庫県の中でも豊岡市は交付率が低いということが

伝わっておりまして、今後、来年度以降の交付税の

算定の中でマイナンバーカードの交付率を加味し

たい、そういうことも検討してるということの話は

伺ってるんですけども、それがどの程度影響される

ってところまでまだ伺ってはおりません。ただ……。 

○委員（岡本 昭治） 検討はされてる。 

○市民生活部長（瀧下 貴也） はい、国としてはマ

イナンバーカードの交付を進めるために各自治体

にそういう方向での声かけをされてるということ

は伺ってます。 

○委員（岡本 昭治） 分かりました。 

○分科会長（田中藤一郎） そのほか何かありますか。 

○委員（義本みどり） すみません。 

○分科会長（田中藤一郎） 義本委員。 

○委員（義本みどり） 住民税非課税についてなんで

すけれども、ここで尋ねても分からんのかもしれん

のですけれども、住民税非課税になるかどうかのぎ

りぎりの瀬戸際におられる方、これも税金申告、ご

自分に知識がないと税金申告のときに、これ控除に

なるとかならないとか分からなくて、たまたま相談

窓口に行ったら、あんた去年から住民税非課税やん、

これも申告できたのにというようなのが見つかる

というようなことはちらほらお伺いするんですけ

ど、何かそこのぎりぎりのラインの方が一番苦しい

のかなと、非課税になってしまえばいろいろ支援を

受けるメニューがあるんだけど、そういうぎりぎり

におられる方に何か相談窓口みたいなのを、税金の

こう何かあるんですかね。ごめんなさいね、ざくっ

とした話で申し訳ないです。 

○分科会長（田中藤一郎） 基本的に今日のあれは補
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正予算の件についてお願いしたいと思います。 

○委員（義本みどり） あっ、ごめんなさい、すみま

せん、はい、すみません、はい、申し訳ないです。 

○分科会長（田中藤一郎） それだけはちょっとお願

いしたいと思います。 

 もし答えれるんでしたら。 

 基本的にはそういうふうな分類でお願いしたい

と思います。 

○委員（義本みどり） すみません。 

○分科会長（田中藤一郎） あっ、なら、一応、はい、

どうぞ。手短に。 

 部長。 

○市民生活部長（瀧下 貴也） お答えになるか分か

りませんけど、多くの方はそのような方は国民健康

保険に加入されてます。未申告の場合、７月に納税

通知が来た際に去年減免だったのに今年減免なっ

てないよということで、急に何でこんなに高くなっ

たんですかという問合せに来られた、いや、あなた、

今年の申告時期されてないでしょうって、そういう

やり取りはありますので、そのタイミングが大きな

ポイントかなというふうに思っております。 

○委員（義本みどり） ありがとうございました。 

○分科会長（田中藤一郎） 上田委員。 

○委員（上田 伴子） これはその議案に多分関係あ

るのかな、微妙なとこだと思うんですけども…。 

○分科会長（田中藤一郎） 微妙なの大丈夫です。 

○委員（上田 伴子） この住民税非課税世帯へのお

金、交付されるのに際して、ちょっと最近聞いたん

ですけども、住民税非課税世帯だったんだけども、

途中から息子さんが同居されてて、息子が息子のほ

うに自分のを取ってもらったもんやから自分の住

民税非課税世帯ではなくなって、それまでに例えば

１０万円とかそういうものを、５万円とかもらって

て、それを返してくださいって言われてっていって、

返金せんなんって言われてっていって言ってはる

方がありまして、やはりもらったものを返すという

のはすごく何か、本当は当然なんだけど、大変何か

また取られるみたいな感じになっちゃうんで、やっ

ぱりそこは上手に精査されて、ちゃんと該当する方

以外の方にそんなお金が行かないようによろしく

お願いしたいなと、これは要望です。 

○分科会長（田中藤一郎） 答えられますか。 

 はい、どうぞ、大谷課長。 

○社会福祉課長（大谷 賢司） 今のご質問は途中か

ら住民税の申告を取られることによって、非課税世

帯から課税世帯になった方だと思います。本来であ

れば住民税、所得税の場合は１２月３１日までのも

のを確定申告３月１５ですか、１６までにするべき

ものを過去に遡って課税が終わってから住民税の

場合は６月に賦課されるんだったか、普通徴収って

いうのはあると思うんですけども、様々な介護保険

の負担だとかいろんなものを考慮されて、やっぱり

扶養に取り直すというような方がありますので、そ

ういった場合は何日現在ということで非課税世帯

にしておりますので、住民税データというんですか

ね、毎月そういったものをもらい、我々も非課税世

帯になってるだとかならないだとかいうのを見て

おりますので、その場合は本来の姿にしなくちゃい

けないと思っておりますので、それは返金を求めて

おります。住民税非課税世帯でその他の方に扶養さ

れてない、本当に扶養されてるんであれば生計を一

にする方を扶養することができるということで所

得税法上も住民税も扶養されてるわけですから、何

がしの仕送りがあるだとか、そういったものがある

はずなので、そこが扶養取られているということで

あれば、住民税非課税世帯ではないので、その分は

お返しをいただいてるというのが何件かあったと

思います。以上でございます。 

○分科会長（田中藤一郎） そのほか何かありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（田中藤一郎） 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（田中藤一郎） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案どおり可決すべ

きものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（田中藤一郎） ご異議なしと認めます。
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よって、第９５号議案は、原案どおり可決すべきも

のと決定しました。 

 以上で分科会に分担されました議案に対する審

査は終了いたしました。 

 ここで、委員の皆さん、当局の皆さんから何かあ

りましたらご発言願います。 

 それでは、ないようですので、当局職員の皆さん

はご退席していただいて結構です。お疲れさまでし

た。 

 はい、次に、協議事項（２）番のア、分科会意見、

要望のまとめに入ります。 

 当分科会の意見、要望として、予算決算委員会に

報告すべき内容について協議いただきたいと思い

ます。 

 本日、分科会の審査いたしました第９５号議案に

ついて、分科会意見、要望についてのご発言があれ

ば願います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（田中藤一郎） それでは、ただいま協議

いただきました分科会長報告の案文につきまして

は、正副分科会長に一任願いたいと思いますが、ご

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（田中藤一郎） 異議なしと認め、そのよ

うに決定しました。 

 次に、４、その他についてを議題といたします。 

 委員の皆さんから特にご発言はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（田中藤一郎） ないようですので、以上

をもちまして文教民生分科会を閉会いたします。お

疲れさまでした。 

午前１１時１０分閉会 

──────────────────── 

 


